
議   事   録 

会議名 釧路市障がい者自立支援協議会 第２回全体会 

事務局 
釧路市障がい福祉課 
釧路市障がい者基幹相談支援センター 

開催日時 令和４年１２月２８日(水) １３：３０～１４：３０ 

開催場所 釧路市役所防災庁舎５階会議室Ａ・Ｂ 

出
席
者 

委員 

出席１８名 

戸田全体会会長(北海道教育大学釧路校) 

髙瀬全体会副会長(釧路市社会福祉協議会) 

和泉運営会会長(はしどいワークラボりれいと) 

池田定例会副議長(釧路市児童発達支援センター) 

横山氏(釧路のぞみ協会)        竹内氏(地域支援センターつばさ) 

高橋氏(鶴が丘学園)          佐藤氏(市立釧路総合病院)  

佐藤氏(釧路手をつなぐ育成会)     小野氏(釧路盲人福祉協会) 

大野氏(さはみす)             三浦氏(釧路総合振興局社会福祉課) 

細川氏(北海道社会福祉事業団白糠学園) 平野氏(釧路児童相談所) 

星氏(釧路市民生委員児童委員協議会)   𫝆村氏(釧路市連合町内会) 

遠藤氏(釧路市こども支援課)           小池氏(釧路市障がい福祉課) 

その他 

【協議事項①「日中サービス支援型共同生活援助に係る協議会への報告につ

いて」のみ出席】 

宮澤氏、佐々木氏(株式会社ピッチ＆パッチ) 菊地氏(株式会社いまい)  

佐藤氏(株式会社やまと) 小幡氏(社会福祉法人釧路愛育協会) 

傍聴者 なし 

事務局 
出席５名 

障がい福祉課：辻野、小林、鈴木 

釧路市障がい者基幹相談支援センター：金子、近藤     (敬称略) 

会議次第 

１． 挨拶 

釧路市福祉部障がい福祉課        小池 伸治 

釧路市障がい者自立支援協議会全体会会長 戸田 竜也 

２． 議事 

(１) 報告事項 

① 釧路市障がい者自立支援協議会 運営会・定例会の状況について 

② 障がい者地域生活支援拠点等事業について 

(２) 協議事項 

① 日中サービス支援型共同生活援助に係る協議会への報告について 

(３) その他 

① 第７期障がい福祉計画、第３期障がい児福祉計画策定のスケジュール

について 

② 釧路市「地域で障がい者を支えるための理解を深める」研修会の開催 

結果について 

③ その他 

３．閉会 
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１．挨拶 

釧路市福祉部障がい福祉課長        小池 伸治 

  釧路市障がい者自立支援協議会 全体会会長 戸田 竜也 

 

２．議事 

  進行：全体会会長 戸田 竜也 

 

(１)報告事項 

➀ 釧路市障がい者自立支援協議会 運営会・定例会の状況について 

◯和泉運営会会長より 

・資料１「令和 4年度釧路市障がい者自立支援協議会 全体会・定例会・運営会の活動状況」に基 

づき、運営会の活動状況を報告。 

◯各専門部会長からの補足 

・なし 

◯委員からの質疑及び意見 

・なし 

◯池田定例会副議長より 

・資料１「令和 4年度釧路市障がい者自立支援協議会 全体会・定例会・運営会の活動状況」に基 

づき、定例会の活動状況を報告。 

◯委員からの質疑及び意見 

・なし 

➁ 障がい者地域生活支援拠点等事業について 

◯事務局より 

・資料２「釧路市障がい者地域生活支援拠点等事業の報告について」を説明。 

◯委員からの質疑及び意見 

・なし 

 

(２)協議事項 

➀ 日中サービス支援型共同生活援助に係る協議会への報告について 

  ◯事務局より 

  ・資料３「日中サービス支援型共同生活援助に係る協議会での評価等について」を説明。 

  ・資料４「令和３年度 日中サービス支援型共同生活援助事業実施状況報告シート」は、事前に委 

   員に送付しているため、説明を割愛。 

  ◯和泉運営会会長より 

  ・資料５「日中サービス支援型共同生活援助に係る協議会への報告に対する運営会の意見」を説 

明。 

・いずれの事業所も、常時の支援体制や特定相談支援事業所との連携など、適正に行われていると 

判断。また、令和３年度の「協議会への意見」に対しても真摯に取り組まれていることを確認し 
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ている。 

  ◯委員からの質疑及び意見 

   ＜株式会社ピッチ＆パッチへの質問＞ 

   ・ケアホームかん月えんとケアホームＯＫの利用者について、日中は全員が生活介護を利用して 

いるのか。 

    →全員が生活介護を利用している。 

   ・生活介護事業所いっかいの定員数を知りたい。 

    →２０名。 

   ・ケアホームかん月えんとケアホームＯＫの利用者の定員数を合わせると、生活介護事業所い 

    っかいの定員数を超えてしまうが問題はないのか。 

    →通院や入浴介助、休み等を入れながら、定員の人数を超えないように調整している。 

   ・生活介護の利用率を知りたい。 

    →ほぼ１００％となっている。 

   ・人数調整は難しくないのか。 

    →調整が難しいこともあるため、生活介護事業所いっかいの管理者と話し合いながら、事業所 

     間での連携を図り人数調整を行っている。 

  ◯戸田全体会会長より 

  ・各事業者は、自立支援協議会の意見に対して真摯に取り組み、また、研修を取り入れながら、利

用者に対するサービスの質を確保している。引き続き対応をお願いしたい。 

 

(３)その他 

➀ 第７期障がい福祉計画、第３期障がい児福祉計画策定のスケジュールについて 

  ◯事務局より 

  ・資料６「第７期障がい福祉計画、第３期障がい児福祉計画策定のスケジュール」を説明。 

◯委員からの質疑及び意見 

・なし 

➁ 釧路市「地域で障がい者を支えるための理解を深める」研修会の開催結果について 

◯事務局より 

・生涯学習センターで意思決定支援についての研修会を開催。講師に全国手をつなぐ育成会連合 

  会事務局長の又村あおい氏を迎えた。 

・６０名の参加があった。 

◯委員からの質疑及び意見 

・なし 

➂ その他 

＜くしろパラスポフェスタの開催結果について＞ 

◯事務局より 

・資料７「くしろパラスポフェスタちらし」について説明。 

◯委員からの質疑及び意見 

・なし 
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＜ライフサポートさわらび短期入所空床確保事業について＞ 

◯事務局より 

・事業の利用に係る様式類を整備するため、今後専門部会に相談させていただきながら進めてい 

きたい。 

＜釧路市障がい者芸術作品展について＞ 

◯事務局より 

・資料８「釧路市障がい者芸術作品展ちらし」について説明。 

◯委員からの質疑及び意見 

・なし 

＜委員より全体を通しての意見＞ 

 ・短期入所の利用について、体験利用など経験を積みながら将来に備えることは良いことである 

が、コロナ禍において、なかなかお願いできない状況が続いている。施設入所している方は、 

満足に外出できず、自宅にも帰れないため、短期入所のお願いはしづらい。 

・視覚障がい者への相談先や支援先について、どこに相談していいか分からないという声が多

い。もし、身近で困っている方がいれば、盲人福祉協会まで連絡をいただきたい。 

・地域で生活する障がい者が、近隣住民からの理解を得られずに困っている。理解の啓発が必要 

ではないか。 

 

以上 


